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今回lま.2012年4月から施行されている調剤報酬の主な改正点について説明します。ただし，算定要件の詳細や具体的内容

などにつきましては，点数表や留意事項通知を確認されるようあ瀬いします。

後発医薬品関連の点数は，どのように変更された

のですか。

調剤基本料の施設基準加算として設けられている

「後発医薬品調剤体制加算Jについては，調剤し

た後発医薬品の数量割合に応じた3区分というこれまで

の仕組みを維持したうえで 各区分の基準(数量割合)お

よび点数の見直しが行われました。点数の見直しにあ

たっては，数量割合の高いほうの区分を重点的に評価す

ることとなり，若干メリハリがつけられましたが，今回

の見直しにあわせて，これまでの後発医薬品関連の点数

は整理(廃止)されました。

-後発医薬品調剤体制加算

現在，厚生労働省では 12012年度までに，後発医薬品

の数量シェアを 30%(現状より倍増)以上にする」という

目標を掲げて， さまざまな施策に取り組んでいます。 し

表1 後発医薬品関連点数の主な変更点

旧(2012年3月まで)

調剤j基本料

後発医薬品調剤体制加算1
(調剤数量20%以上) 6点

後発医薬品調剤体制加算2
(調剤数量25%以上) 13点

後発医薬品調剤体制加算3
(調剤l数量30%以上) 17点

※調弗j数i証書j合の算出時には，①経脇成分栄養剤，
②特殊ミルク製剤を除外

後発医薬品謂剤加算 2点

後発医薬品情報提供料 10点

かし，中央社会保険医療協議会(中医協)が実施した直

近の調査結果によると，後発医薬品への変更不可の指示

がある処方せんは依然として多く (31.0%)• また，患者

が後発医薬品への変更を希望しないケースも比較的多い

(14.4%)ことなどの影響により 保険薬局における後発

医薬品の調剤数量割合は全国平均で22-23 % (2011年

5月調剤分で23.0%)にとどまっています。

そのような状況を踏まえ，平成24年度改定では，政府

目標の達成に向けたさらなる後発医薬品の使用促進策の

ーっとして，調剤報酬については後発医薬品調剤体制加

算の基準を強化することとなり，加算2および3の基準が

それぞれ5%アップされました(加算2:25%→30%. 加

算3:30%→ 35%)。 しかし後発医薬品の使用促進は，

より 多くの保険薬局における積極的な取り組みが不可欠

であることから，加算1の基準については2%のアップに

とどまりました(加算 1:20%→ 22%) (表1)。

また，後発医薬品の調剤数量割合の計算にあたっては，

新 (2012年4月から)

調郵l基本料

後発医薬品調剤体制加算1
(調剤数量22%以上) 5点

後発医薬品調剤体制加算2
(調剤数量30%以上) 15点

後発医薬品調剤体制加算3
(調剤数量35%以上) 19点

※調弗l数量割合の算出時には， ①経勝成分栄養剤，
②特殊ミルク製剤， ③生薬， ③漢方製剤を除外

(後発医薬品調剤体制加算の評価の
充実に伴い廃止)

間剤と情報 2012.4(Vo1.18 No.4) 47 (527) 



& 

処 方 せ ん

保 険 医 練 醐 関 白

氏名 所在地及び名祢

4¥ .酷嘗号

.開

生年月日 古
者 司区

保険医氏名 @ 

区分 何ffiJ官D叫 11 1 1 111 

交アヘ 平成 年 月 日
処方せんの 豊樟'.2付冊目聖書卜(…つ使用 期間 成 年 月 日 め島にて4担自出臥す肉るiこ二畳ι阻轟

変更不可 には、 『置更不可』割に fVJ又は f'JをE植し暗 r保融竃署名』欄に署名主は配名 押印すること.
i舶の叫につ円帥闘い…………した場合

ド

、、
、
、、

凡J- 、.‘ --保険医署名 r~夜更不可』綱に f VJ 又ESrx 』 Jを.'"・恥したー 1下、、
凡~・1 喝舎は、.名又はE名 "即するこ

備

考

圃剤積年月日 平成年月 日
短時号 I 1 I 1 

保険'"凪の所在 公 費負担医療の
地 及 び 名 跡

@ 畳給者 番 号
保険難剤師氏名

.有..f処}jJ 欄にほ費名分虫 剤法及び'Jllt i'E・Rする~と.

2 この鯛厳は “本工.，."̂ 列 5.，:".$とするこ..

3."穫の鎗付Jtぴ公・・負偲隠僚に闘噌るItmの働求に関する省令〈・tlPII!il隼隊生省令1k36"'>111・hの公費負但医..について1:1.. r保
険医際情調』とあるのは F公費負櫨医剤使の鍾当医・I.IIIJ左、 f，隆俊医氏名』とあるのは『公費負縄医厳の姐崎医氏名』と臨み・える

ものとすること.

図1 処方せん様式の変更点

これまで 「経腸成分栄養剤」と「特殊ミルク製剤」は除外

する(すなわち，計算の際に分母には含めない)こ とに

なっていましたが. 4月以降の新たな基準 (22%-35%)

に適合しているか否かを判断する際には，これらに加え

て「生薬」と 「漢方製剤」も除外して計算するものとして

見直されました。

厚労省による試算では，経腸成分栄養剤 ・特殊ミルク
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製剤に加えて生薬 ・漢方製剤を除外した場合，後発医薬

品の数量割合は全体平均で1.6%程度アップするとされて

います (2011年3月審査分:全国平均22.7%→24.3%)。

-後発医薬品調剤加算，後発医薬品情報提供料

後発医薬品調剤加算(調剤技術科)および後発医薬品情

報提供料(薬学管理料)は. 2002年4月よりこれまで設け



表2 薬歴関連点数の主な変更点

旧(平成2012年3月まで)

調剤料

自家製剤l加算(通常の場合) 20-90点
特別の乳幼児用製剤の場合 75-120点

計量混合調剤加算(通常の場合)35-80点
特別の乳幼児用製剤の場合 75-90点

薬剤服用歴管理指導料
340点J席、特定薬剤管理指導加算

薬剤情報提供料 15点

られてきましたが，調剤報酬における後発医薬品関連の

点数項目が多くなってきたことや， I患者から理解を得ら

れにくいJといった指摘が散見されたことなどを踏まえ

て，今回の後発医薬品調剤体制加算の評価の充実に伴い

整理(廃止)されました (表1)。

-処方せん様式の変更，処方せん料 (一般名処方の推進)

調剤報酬に関する事項ではありませんが，医科診療報

酬については， ①処方せん様式の変更， ②処方せん料の

加算の新設(一般名処方の推進策)一ーなどが行われまし

た。

処方医が後発医薬品への変更不可の指示をする場合，

これまでの処方せん様式は医薬品単位で「変更可JI変更

不可」を指示することが容易でなかったため，処方せん

の「備考」欄に署名/記名押印されるケースがほとんどで

した(すなわち，処方せんに記載されている全医薬品が

変更不可という指示)。

そのため，これら問題点を少しでも改善することがで

きる ように処方せん様式が一部変更され，後発医薬品へ

の変更不可について指示する場合には，個々の医薬品の

検に「〆Jや IXJの印をしたうえで， I備考J欄に署名 ・

記名押印する方法に見直されました (図 1)。

また，処方せん料については， 一般名処方の推進策と

して，後発医薬品のある医薬品を一般名で記載した場合

新(平成2012年4月から)

調剤料

自家製剤加算 20-90点

計量混合調剤加算 35-80点

薬剤j服用歴管理指導料 441 点点 叫ー
特定薬剤管理指導加算
乳幼児服薬指導加算(新設) 5点

※1 薬剤服用歴管理指導料の要件に， ①お薬手帳
による薬剤情報提供，cg:残業確認， (主後発医薬品
の有無等の情報付加に関する事項を追加

※2 特定薬剤管理指導加算について要件がより明
確となるよう留意事項通知を見直し

トーー(廃止→薬剤服用歴管理指導料に統合) ーー

の加算 (2点)が新設されました。

薬歴関連の点数は，どのように変更されたのですか。

薬剤情報提供料(お薬手帳)を廃止して，薬剤服

用歴管理指導料のなかで包括評価とするよう ，組

み替えられました。また， 自家製剤j加算および計量混合

調剤加算の「特別の乳幼児用製剤」が廃止され，薬剤服

用歴管理指導料に「乳幼児服薬指導加算」が新設されま

した。

-薬剤服用歴管理指導料，薬剤情報提供料

薬剤服用歴管理指導料と薬剤情報提供料は，それぞれ

独立した点数項目として位置づけられていました。 しか

し，お薬手帳の普及状況(薬剤情報提供料の算定割合)を

年齢別にみると，高齢者と乳幼児では7割以上と高いも

のの，それ以外の年齢層では4割前後と低いことがわか

りました(全年齢の平均でも 5割強程度)。

お薬手帳による薬剤情報提供や服薬管理については，

東日本大震災においてその重要性 ・有効性が再認識され

たことなどを踏まえ，今後はより幅広い年齢層で活用し

てもらえる ようにしていくため，薬歴との一体評価の仕

組みに組み替えられました (表2)。
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表3 在宅薬剤管理指導関連点数の主な変更点

旧(2012年3月まで)

調剤j料

無菌製剤l処理加算 40点 /50点

在宅患者訪問薬剤管理指導料 500点/350点

また，薬学的管理および指導の充実として，薬歴を活

用した残薬確認に関する事項が算定要件に追加されまし

た。さらには，後発医薬品の使用促進策の一環として，

薬剤情報提供文書の内容に，調剤した先発医薬品に対す

る後発医薬品に関する情報(後発医薬品の有無，当該薬

局で備蓄している後発医薬品とその価格など)を付加的

に提供することも要件に追加されました。

-乳幼児服薬指導加算

これまで6歳未満の乳幼児に関する点数は， 自家製剤

加算および計量混合調剤加算のなかで「特別の乳幼児用

製剤」として評価されていました。4月からは，これら調

剤技術を通常の製剤加算(自家製剤加算，計量混合調剤

加算)のなかで評価する よう見直すとともに，薬剤服用

歴管理指導料の加算のーっとして「乳幼児服薬指導加算J
を新設し，薬学的管理という側面からの評価が取り入れ

られることになり ました (表2)。

-特定薬剤管理指導加算

特定薬剤管理指導加算(ハイリスク薬)については，告

示上(点数表)の変更はありません。ただしこれまで同

点数の算定にあたっては， r算定要件がわかりにくい」と

いっ た指摘や，通知に明記されている内容を厳格に受け

とめすぎて「算定できるケースは非常に少ないのではない

かJと懸念する声が散見されていたことなどを踏まえ，平

成24年度改定では，できるだけ算定要件が明確なものと

なるよう留意事項通知の内容が見直されることになり ま

した (表2)。
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新 (2012年4月から)

調淘j料

無菌製剤処理加算 40 点/50点
在宅患者調剤j加算(新設) 15点

※無菌製剤処理加算について 「専用の部屋Jの設置要件

を削除

在宅患者訪問薬剤管理指導料 500点 /350点

※怠家との距雛要件(l6km以内)の新設. 小規模薬局

問による連携対応の評価(運用商の見直し)

在宅薬剤管理指導関連の点数は，何か変更された

のですか。

在宅患者訪問薬剤管理指導料など既存点数の変更

はありませんが，在宅薬剤l管理指導に関する体制

整備や実績を評価するものとして，r在宅患者調剤加算」

が新設されました。

-在宅患者調剤加算

平成24年度改定で新設された「在宅患者調剤加算」は，

厚生労働大臣の定める施設基準に適合していることにつ

いて地方厚生(支)局長へ届出を行っている保険薬局で

あって，在宅薬剤管理指導を実施(在宅患者訪問薬剤j管

理指導料や居宅療養管理指導費を算定)している患者に対

する調剤時(処方せん受付時)に算定するものです (表3)。

同加算は，在宅薬剤管理指導に関する体制整備や実績

を評価したものですが，在宅患者訪問薬剤管理指導料の

加算ではなく，調剤料の加算として位置づけられている

ことから，介護保険適用の患者(居宅療養管理指導費，介

護予防居宅療養管理指導費)についても算定することが

できます。

-その他(在宅患者訪問薬剤管理指導料，無菌製剤処理加算)

点数自体の見直しではありませんが，小規模薬局間に

よる連携対応のしくみの導入や無菌製剤処理加算に係る

施設基準の見直し(要件緩和)，在宅患者訪問薬剤管理指

導料の算定時における患家との距離要件の設定が行われ

ました (表3)。



表4 その他の点数の主な変更点

旧(2012年3月まで)

爾淘j基本料

基準調剤加算1
(備蓄医薬品500品目以上) 10点

基準調剤加算2
(備蓄医薬品700品目以上) 30点

調剤情報提供料 (処方せん受付1回) 15点

服薬情報提供料 (月1回) 15点
服薬指導情報提供加算 151守、

〈小規模薬局聞による連携対応〉

在宅薬剤管理指導は. 1人の患者に対してIつの保険

薬局が担当することを想定しています。しかし. 1一人薬

剤師Jの保険薬局などの場合には，開局時間以外や緊急

時に対応できないことがあるかもしれないという不安か

ら，在宅薬剤管理指導への取り組みに跨路することも多

いと聞きます。

そのような不安を少しでも解消するため，通常，在宅

薬剤管理指導を担当している保険薬局(在宅基幹薬局)

が，万が一やむを得ない理由のため在宅薬剤l管理指導に

対応できない場合で、あっても，在宅基幹薬局と連携関係

にあることについてあらかじめ患者の同意を得ている保

険薬局(サポー ト薬局)が在宅基幹薬局に代わって在宅薬

剤管理指導を実施する ことができる よう，運用上のしく

みの改善が図られました。

〈在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定時における患家との

距離要件〉

在宅で療養を行っている患者への在宅薬剤管理指導に

ついては，患者の病状などにより急な対応を求められる

場合があります。そのため，在宅薬剤管理指導を担当す

る保険薬局による適切な対応確保の必要性という観点か

ら，在宅患者訪問薬剤管理指導料の算定要件として，患

家と同点数を算定する保険薬局との距離制限が設けられ

ました。

具体的には，医科診療報酬点数表の「往診料」ゃ「在宅

患者訪問診療料」の取り扱いに準じて，特殊な事情があ

新 (2012年4月から)

鯛剤基本料

基準調剤加算1
(備蓄医薬品700品目以上) 10点

基準調剤加算2
(備蓄医薬品1.000品目以上) 301点

※その他，開局時間に関する要件を追加

服薬情報等提供料 (新設，月 1回) 151点、 ‘

(廃止→服薬情報等提供料に整理 ・統合)ー

る場合を除き 116キロメー トル以内Jと規定されています。

〈無菌製剤処理加算に係る施設基準の見直 し〉

調剤報酬における無菌製剤処理加算の施設基準につい

ては， ①保険薬剤師の従事者数が2名以上であることや，

②無菌製剤処理を行うための施設(無菌室，クリ ーンベ

ンチ，安全キャビネッ ト)を備えていることに加えて，③

「無菌製剤処理を行う ための専用の部屋 (5平方メ ー トル

以上)を有していることJとされていました。

しかしこれまでの基準では，たとえばクリーンベン

チを用いて無菌製剤処理を行っている場合であっても，

それを使用するための「専用の部屋」を別に備えて実施し

ていなければ，要件を満た しているものとは認められて

いませんでした。

そのようなことから，これを合理的に見直すこととな

り. 15平方メ ー トル以上の専用の部屋」という要件が削

除されました。

その他の点数で，何か変更されたことはありますか。

調剤報酬の適正化という観点から，基準調剤加算

の施設基準(備蓄医薬品の品目数，処方せん応需

体制)が一部見直されたほか，点数表の簡素化・合理化

という観点から，類似した業務を評価している点数項目

(調剤情報提供料，服薬情報提供料)について整理 ・統合

が図られました。
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-基準調剤加算

調剤基本料の施設基準加算である基準調剤加算1およ

び2の要件のうち，備蓄医薬品の品目数については，

2002年度の診療報酬改定の際に新設されてからこれまで，

基準調剤加算1は1500品目以上j，基準調剤加算2は

1700品目以上Jとされてきました。しかし，最近の各種

調査結果から得られた実態などを踏まえて，同加算1に

ついては 1700品目以上j，同加算2については 11，000品

目以上」と見直しが図られました (表4)。

また，処方せん応需体制に関する要件については，緊

急時などの開局時間以外における調剤応需体制の整備に

関する規定が設けられている程度でした。しかし，基準

調剤加算が設けられた趣旨は 地域の保険医療機関や患

者の需要に対応できるよう 保険薬局の積極的な体制整

備への取り組みを評価したものであるということを考慮

しこれまでの要件に加えて，通常時(日中)の処方せん

応需体制に関する規定(すなわち，開局時間に関する要

件)も明示することになりました。

具体的な要件としては，1薬局業務運営ガイドライン」

(1993年4月30日，薬発第408号， 各都道府県知事あて

厚生省薬務局長通知)における 「開局時間jに関する事項

で求められている内容に準じて 「地域の保険医療機関や

患者の需要に対応できるよう 特定の保険医療機関から

の処方せん応需にのみ対応したものでないことJとされて

おり，たとえば門前の保険医療機関の診療時間のみに合

わせた開局時間となっていないことなどを求めています

(特に休憩時間の設定)。

ただし，特定の保険医療機関の休憩時間にあわせてお

昼に一時間局しているケースであっても，たとえばその

時間帯を利用して在宅薬剤管理指導を実施しているよう

な場合には，開局時間に関する要件を満たしていると解

釈して差し支えありません。

-服薬情報等提供料(調剤情報提供料，服薬情報提供料)

患者の処方せん調剤時における情報を保険薬局から保

険医療機関へ提供した場合，分割調剤などに関する調剤

上の内容は調剤情報提供料として，患者の服薬状況に関

する内容は服薬情報提供料として，これまで評価されて

いました。

しかしこれらの点数は，ともに患者情報を提供した

際のものであるということを考慮して，調剤報酬点数表

の項目を少しでも簡素化・合理化するという観点から，

これらは 「服薬情報等提供料j(新設)に整理・統合され

ました (表4)。

質問の募集
謂剤をしていて疑問に思ったこと.医師または患者さんに聞かれて図ったこと，医師に
疑義照会して対応したがいまひとつ納得できないことなどはありませんが? 皆さん
の疑問に各分野の専門家がお答えいたします。どしどしご質問ください。

「質問の募集J聖書項

1.質問の範囲

①実際の処方せんの疑義解釈に関する質問

たとえば，処方医に疑義!照会すべきかどうか迷っている実例や疑

義照会の際に処方医の指示で納得できないでいる実例で，専門家

の意見が知りたい，という場合など。

②保険調剤 ・調剤報酬などに関する質問

たとえば，どのようなケースが調剤拒否に該当するのか? 請求

もれがあった場合の対応は?という質問など。

③調剤l技術などに関する質問

たとえば， A散と B末を配合しでもよいか? また， c錠を粉砕

してよいか? という調剤技術上の質問など。

2. 質問は文書で日本薬剤師会 『調剤と情報』係まで，ご連絡くだ

さい。

3.誌上では匿名の扱いをいたしますが，さらに詳しい内容をお聞

きしないと回答できないこともありますので，住所， 氏名，電

話番号を必ず明記ください。

4.質問の採否ならびに回答者の選択は，編集委員会で決めさせて

いただきます。

5.質問ならびに回答は無料です。

6. 質問が採用された方には， じほうから図書カードが贈呈され

ます。

ただし，本コーナーへの質問はあくまでも 『調剤と情報』誌への掲載を前提としておりますので，個人的・特殊な質問にはお答えできません。ご了承
ください。また，回答は本誌面によってのみ行います。電話やファクシミリによる回答はご容赦ください。

E蓮高温 干160-8389 東京都新宿区四谷 3-3-1富士・国保連ビル日本薬剤師会「調剤と情報j事務局

TEL.03 (3353) 1170 FAX.03 (3353) 6270 
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